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r三田学会雑誌」85巻4 号 （1993年 1 月）

第一"種電気通信事業における寡占市場と事業規制

 公的規制とレントシーキング -----

大 村 達 弥 *
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おわりに

は じ め に

日本の電気通信事業は，長い間公企業によって独占的に経営されてきたが1985年に自由化され， 

競争原理が導入された。これは独占の弊害を市場原理によって取り除き，経営の効率化を図るとと 

もに通信事業を広く国民に開放するという目的に沿ったものであった。しかし自由化を機に電気通 

信事業には新たな規制が導入され，既存か新規かによらずすべての事業者に適用されることになっ 

た。このとき以来，電気通信サービス市場では競争と規制という調和の難しい2 つの政策原理が並 

存し，その調整に政府が当たるという体制ができあがった。それは特に事業法が第1 種電気通信事 

業と呼ぶ分野に典型的にみられる。第一種事業とは，電話ネットワ一クなどいわゆる電気通信回線 

設備を設置して電気通信サービスを提供する巨大な装置産業であり，参入規制や料金規制など規制

* 本稿の作成にあたっては電気通信の経済研究に当たっておられる多くの方々との議論を通じ貴重なアイ 

ディアを頂戴した。特に古田精司，大山道広，山田太門，小澤太郎の各氏には，多大のアドバイスを 

いただいた。記して感謝の意を表す次第である。もちろん有りうべき誤りは全て筆者の責に帰するも 

のである。
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による政府の介入の度合いが最も強い分野である。

第一種事業では自由化以降とりわけ市外電話サービスや移動体電話の市場で新規参入が相次ぎ， 

そのシェア一も年々拡大してきた。こうして自由化の体制は当初競争促進的に働いたが，競争が進 

展するにしたがい規制の存在は競争の結果に微妙な影響を与えることになる。このことは料金規制 

の側面から見たとき明確になる。市外サービスの分野では， N C C の参入に伴って通話料金水準の 

低廉化やサービスメニューの拡大化が進んだが，それは市内通話料金と基本料が据え置かれ，事業 

者間接続料金（アクセスチャージ）導入が見送られたことに負うところが多分にある。しかしそれは 

N T T の市外サービス部門と市内サービス部門に料金と費用の不均衡があり，それを内部相互補助 

によって穴埋めするという旧態依然とした料金構造のもとではじめて可能だった。だが，この内部 

相互補助の存在は新規参入を迎え寡占状態となった電話サービス市場において独占レントを発生さ 

せ，ューザーの経済厚生を損なっているばかりではなく，事業者間の競争条件に非対称な影響を与 

えている。独占レントは新規参入の立ち上がりを助けるが，やがて既得権化する恐れがある。

本稿では， _ 由化以降の第一種事業のこうした展開を踏まえて，既存事業者（NTT) と新規参入 

者 （N C C )が構成する寡占市場において， 内部相互補助の構造をもつ料金体系がその競争条件にど 

のような効果を及ぼすか，またそれが経済厚生にどう反映されるかという点に焦点を当ててモデル 

分析することにより，電気通信規制と独占レントの成立及びその追求行動との関わりを論じてゆく& 
そこで第1 節では第1 種電気通信市場における競争の進展と内部相互補助の影響，規制政策とレン 

ト発生との関わりをみる。第 2 節では市場の実態を考慮しながら寡占市場モデルを構成し，規制が 

市場均衡の形成の過程で独占レントを生むメカニズムを明らかにする。第 3 節では，規制が独占レ 

ントを生む場合の経済厚生に及ぼす影響を分析する。

1 第 1種電気通信市場と事業規制

1 . 1 内部相互補助の存在

N T T の電話サービスの損益明細（91年度）によれば，市外通話サービス部門では経常収支が黒 

字，市内通話サービス，基本料，番号案内の各部門は赤字となっており，市外部門から市内部門へ 

の会計上の内部相互補助が存在することを示している。N T T のこうした収支構造は民営化当時か 

ら既に存在していたと考えられ，数次にわたる市外通話料の引き下げにもかかわらず解消していな 

い。N T T のこうした内部相互補助についてはそれをなくしてゆく必要があるとの点では一致して 

いるものの，そもそもそれがどのような規模で存在するのかと言う点や，その解消方法については 

実務段階での意見統一ができてないのが現状である。サービス部門間の内部相互補助は，ユーザ一 

間の費用負担の公平や市内網に接続する事業者と市内網を持つ事業者の競争条件の公正を損う恐れ 

がある。電話サ一ビス市場への参入が進んでL、る現状において，電話の料金体系は競争の展開にど

注 （1 ) 「from NTT」（N T T広報紙) ，第31号，1992年 7 月13日，p_1 に掲載。
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のような影響を与えているであろうか。市外通話サービス市場の競争の展開からそれを見てみよう。

87年にこの市場に参入して以来，N C C は N T T より低い通話料金を武器に順調に事業を伸ばして

いる。そのうち第二電々（D D I )と日本テレコム（J T ) のサービスエリアは参入以来わずか 5 年で

ほぼ日本全国をカバーする。また，90年度の県間通話回数に占めるNCC 3 社のシェアは東京•名

古屋•大阪相互間で既に49%に達している。財務状況ではD D I と J T は88年度から89年度にかけ

て累積黒字となり，91年度の自己資本当期利益率はそれぞれ約3 0 % と15% となっている。因みにN
T T の91年度のそれは4 . 4 % であった。このように好調な業績の背後には企業努力や好景気があっ

た。しかしN C C の料金水準はN T T を下回るとはいえ結果的にはN T T のネットワ一クのように

全国規模で市外通話サービス事業を展開しても高利潤をあげるに十分なほど高く設定されていたと

みることができる。そうでなければN C C としてはサービスエリアを収益性の高い地域にしぼるい

わゆるクリームスキミング戦略に踏みとどまらねばならなかったろう。

一部の地域とはいえ， N C Cが N T T と同規模の市外サービスを供給しながら高利潤をあげてい

ることは，翻ってみればそれ自体N T T の料金体系が内部相互補助判定の有力な基準をクリアしな
( 2 )

い （サブシディフリーでない） ことを疑わせる強力な手がかりであることを筆者は指摘した。もしそ

うなら，N C Cが N T T よりも低くしかし十分高い料金が維持できたのはN T T の料金が高いから

に他ならない。民営化以降，N T T の最遠距離料金は当初の半分にまで引き下げられた。 にもかか
(3)

わらず N T T の市外通話料は高水準なのである。

1. 2 事 業 規 制

では N T T が内部相互補助ができるほど高い料金を維持できたのはなぜであろうか。ひとつには 

N C C がまだ十分な競争力をもっていないということが考えられよう。 しかし大きなレントが存在 

する場合，参入が自由なら市外通話サービス事業に乗り出す企業が次々と現れ，それによってレン 

トが解消するまで料金引き下げの圧力が生まれてもいいはずである。しかし市外料金の引き下げは， 

市内部門等の赤字の補填を不可能にする。したがって後者の収支バランスを均衡させるような措置 

が必要になるが，実際にはそうならないのは参入規制と料金規制によって料金体系の調整過程がコ 

ントロールされているゆえと考えるのが順当である。

ここで第1 種事業に対する規制をみると，事業法では，①需給調整条件付きの参入許可制，②料 

金の認可制，③サービス提供義務，④網の相互接続規制の4 本柱を立てており，さらにN T T につ 

いては，会社法により①適正で効率的な経営，②全国あまねく電話サービスを供給する義務，③サ 

一 ビスの安定供給義務が課されている。規制のこのような仕組みは一方で独占を対象とした規制

注 （2 ) サブシディフリ一は第2 節で示すように，事業部門間の共通費に関する特定の費用配賦方式とは独 

立に内部相企補助の定義を与える概念であり，Faulhaber (1975)が提示したものである。拙稿（1991) 
ではNCCの高業績をN T T料金体系と関連づけ，それがサブシディフリ一かどうかを論じた。

( 3 ) 上掲 「from NTT」に掲載の明細表で1991年度の市外通話部門をみると，収益12, 898億円に対し 

経常利益は7,975億円であり，それは収益の61_ 8%に当たる。
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(事業法①，②，③，会社法②）を残し，他方で競争導入を促進するという二重構造となっている。す 

なわち法律は，N T T の独占を一部認め，N T T のサ ー ビ ス （特に市内サービスが対象である）の安定 

的な供給が確保されることを要請すると同時に，独占の弊害を除くため，競争の促進および競争阻 

害要因の排除について政府に広範な権限をあたえた。そのため政府はサービス供給をどのような範 

囲でどの程度競争に委ねるかを決定する裁量権を事実上もつことになった。

1. 3 独占レントの発生

政府の裁量権が大きくなればそれだけ政府の責任と役割負担が増大する。独占市場では規制の対 

象は一つであるが，寡占市場となると政府のコントロールは事業者の数以上に複雑化せざるを得な 

い。電話料金の改訂がユーザーや事業者にパレート的改善効果をもたらすヶースは稀であり，多く 

は利害関係の対立をもたらす。それゆえ，料金設定に大きな権限を持つ政府が利害関係の調整をめ. 
ぐる以下のようなディレンマに遭遇しても不思議ではない0 既に指摘したように市外通話料金の高 

め維持政策はN C C の成長に役立ったが，その結果内部相互補助に支えられてきたN T T の市内電 

話網維持の必要性のため，市外通話料金をこれ以上引き下げることに限界が見えてきた。そこで，

ネックになっている市内サ一ビス等の収支を均衡させるため料金のリバランス政策による解決が図 

られようとしているが，それは市内通話サービス料金の引き上げやアクセスチャージの導入を意味 

することから，市内ユーザーや事業者の既得権の調整という問題が立ちはだかることになる。それ 

を回避しようとして市外通話料金の高め維持が続くなら独占レントの存続を許すことになる。する. 
と，それを求め新たな参入の動きが生まれてくるが，それを認めれば市外通話サービスの需給関係 

の不均衡をもたらし，料金引き下げの圧力はますます顕在化することが予想されるのである。料金 

規制のこうしたディレンマは，政府が大きな裁量権を有するゆえに政府の双肩にふりかかってくる。

日本の規制と競争のミックス体制における政府のこうした役割については海外においてそれを積
( 4)

極的に評価する議論もある。しかし次のような問題が残された。まず，料金規制は教科書的に言え 

ばユーザーの経済厚生を最大化するための手段であったはずであるという点である。しかしこれま 

での料金政策に基づく市外通話サービス料金は，市場の実態から判断する限り最適または次善の価 

格を上回る水準にあると考えられユ一ザ一の利益が犠牲になっているのである。さらに，後に述べ 

るように米国では事業規制がレントシーキングの手段として用いられる可能性のある点が早くから 

指摘されてきたが，日本の通信事業規制の枠組みは政府に大きな権限を与えている以上レントシ一  

キンダの効果もそれだけ大であり，利害関係者がレントシーキング活動へ向けて強く動機づけられ 

る可能性は大きい。その兆候は先にみた電話サービス市場に既に現れている。市内網サービスの料 

金を費用以下に抑えてきたこれまでの料金政策は，ユニバーサルサービス維持などの公益上の理由 

から正当化されてきたが，市外料金の高水準での維持に結びつき，結果的に事業者に高いレントを

注 （4 )  Glynn (1 9 9 2 )は，日本の最近の電気通信部門の伸びに注目し，それは相互に力を及ぼし合う幾つ 

もの規制ミックスによるものとし，そのマネージメントの有効性を評価する。
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もたらした。そこに，利害関係グループが規制当局に働きかけてその利益の増大•維持を図るチャ 

ンスが生まれるのである。また規制者からみれば規制によるレントシーキングは事業者の利益誘導 

の手段でもあり，その意味で規制者にとっても魅力がある点を注意すべきである。

2 寡占市場均衡と事業規制

2. 1 事業規制と政府•事業者の利害

前節でみたように電話サービス市場の構造は寡占となっているが，専ら既存企業が供給する市内 

通話サー ビ ス （中継系N C C向けの市内網接続サ一ビスを含む）や加入者回線サービスの料金は費用よ 

り低めに規制されており，既存企業の事業部門間に内部相互補助が存在する一方，市外サービス市 

場に新規参入した企業は，高めに維持された市外通話料金により高水準の独占的利潤を得ている。 

このような料金構造の設定は新規参入企業にとっては当然魅力的であるから，それがなるべく長く 

存続するよう望むであろう。こうした動機を背景に新規参入企業は規制当局に働きかけ，既存企業 

の内部相互補助構造の存続により市内網への接続料金が少なくとも据え置かれるよう圧力をかける 

誘因が生まれる。

一方既存企業にとっても高めの料金水準は魅力的ではあるが，そのために新規参入が進んで市外 

サ一ビス市場での競争力が失われることになれば市外収益の黒字で市内部門の赤字をいつまでも補 

塡できるという保証はなくなり，企業全体の収益力を損なうことにもなりかねない。それよりは市 

内部門の赤字をなくし市外部門に負わされた内部補助の重荷を軽くする戦略をとる方が最終的に有 

利である。そこで既存事業者は競争上不利な料金構造を改め，料金を各部門の事業収支が均衡する 

よう，いわゆる料金のリバランスを規制当局に働きかけるインセンティブをもつことになる。これ 

は明らかに新規事業者が望む方向とは非対称的である。

利害が対立する要求が規制当局に向けられたとき，政府がそれにどのように反応し，どのような 

規制政策を選択するかは事業者の行動に直接影響する。したがってこうした規制当局への働きかけ 

と規制当局の反応が成立する過程はそれ自体興味ある政治的ゲームであり，解明する価値があるが， 

本稿ではその意思決定メ力ニズムは外生的なものと仮定する。しかし規制当局が求められている電 

話の料金構造を維持しまたは変更するために，規制権限の中のどの手段を用いるかについてはあら 

かじめ明らかにしておく必要があろう。言い替えるなら，このような料金構造を維持するため政府 

は各事業者の参入行動とサービス料金をすべてコントロールする必要があるかと言う問題である。 

答は否である。規制に関する権限をいかに広範にもっているとはいえ，政府にとって，需給関係等 

市場の法則を無視してあらゆる料金を恣意的に設定したり，あらゆる参入行動を調整することは不 

可能であるしまたその必要もない。以下のモデル分析の結果確認されるように，目的達成のために 

規制当局は，実質的に有効な手段を選択的に用いれば足りるのであり，本稿ではそれを市内サービ 

スの料金（中継系NC Cの市内網アクセス料金および基本料を含む）規制と，需給調整条件に基づく参入
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( 5)
規制に限定して論じる。

本節では以上に述べてきた電話サービス市場における政府• 事業者の関係を踏まえ，規制の市場 

均衡に対する効果や独占レントの発生をより厳密に分析するため，以下で市外通話サービスの寡占 

市場モデルを構成し，各事業者が政府の示す先の2 つの規制的条件の下で最適な戦略をとるときに 

成立する均衡を調べる。そこでまず市場の条件及び規制に関する諸仮定を記述し，次にこれを通信 

事業者のゲームとして展開する。

2.2 市場に関する諸前提

電話サ 一 ビスとして市外電話サ一ビスと市内電話サ ー ビスの2 つの市場があるものとする。後者 

には一般ユーザ一向けのサービスのほか，市外電話事業者（中継系NCC) に対する市内網へのアク 

セスサービスが含まれる。既存の事業者が1 つ （N T T )存在し，これら全てのサービスを提供して 

いる。市外市場では新規参入が自由であるとする。ただし後に述べる例外が存在する。新規参入者 

は自己のネットワークを既存事業者の市内ネットワークと接続することにより一般ユーザーへのア 

クセスを得てサービス供給を行う。市内市場では規模の経済のため新規参入はないとする。これは 

実情とは異なるが，市内料金は低めに設定され， N C C の市内事業の供給対象は今のところきわめ 

て限定されているのでN C C の市場での価格支配力は無視できると考えられるのでこの仮定を置い 

た。

市外サービス市場では既存事業者と新規参入事業者が同質のサ一ビスを供給するものとし，市場 

では需給が均衡する点で料金水準がユニー クに成立するものとする。実態を見ると平均的にはN C  
C の料金水準はN T T より低いがその差は料金水準からみると相対的にはそう大きくはないし，ま 

た N C C が常にN T T のそれを下回るわけではなく，近距離では総じてN T T が低い。さらに料金 

差は将来縮小の傾向にある。またN T T と N C C の間にはサ一ビスの質に違いがあるものの，両者 

のサ一ビスはきわめて代替的である。そのような点から両者の料金水準の違いは無視してもよいと 

仮定する。

新規参入が生じる結果市外サ一ビス市場では事業者間でサ一ビス供給量をめぐる競争が行われる 

とする。すなわち，既存事業者と新規参入事業者は双方ともある程度市場支配力を有し，その相対 

的な力関係で市場の均衡が定まるク一ルノ 一タイプの競争を想定する。 このようなメ力ニズムが有 

効に働くためには料金が市場の需給を反映して柔軟に動くことが必要である。ところが実際の市場 

では，第一種電気通信事業の料金及び設備建設は全て規制の対象となっているため，制度面からは 

このことは必ずしも保証されていない。そこでこのモデルでは，前節で述べたように，市内サービ 

ス料金規制および需給調整の為の参入規制をのぞき，料金や参入に関する政府規制は手段として実 

質的な効果をもたず，政府は市場の実態を追認する形で規制に関する決定を行うとの前提を置く。

注 （5 ) 料金の許可は具体的には電気通信事業法第31条 （契約約款の認可等）第 1 項，需給調整条件は同法 

第10条第2 号に規定されている。
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市外市場に関する以上の仮定とは対照的に，市内市場では料金規制が適用されるものとする。市 

内サービス料金は使用量に応じて変動する通話料と1 加入者回線当たり一定額の回線使用料（また 

は基本料）からなる。市内サービスの料金はこのモデルにおいては外生的に決定され所与とする。 

しばしばふれたように既存企業の市外サービス部門と市内サービス部門間には，実態として前者か 

ら後者に向けて内部相互補助が存在している。このモデルでは，既存企業の市内料金だけでは市内 

の費用をカバーできない場合に内部相互補助が存在するものと構成される。

なお市内サービス料金規制についてはいくつかの根拠が存在する。 一^ ^こは， 電話サービスが 

「国民生活に不可欠」（NTT法第2 条）であると規定されていることから，低所得者にも利用できる 

ような水準に保つ社会的必要があること，もう一つには，ネットワークの外部性を内部化するため 

の方策として，基本料や一定の範囲内の市内通話料を低めに維持し，なるべく多くの人にネットワ 

—クに加入するインセンティブを与える合理的理由があることに求められる。それはいわゆるユニ 

バ一サ ル サ 一 ビスの根拠ともなるものである。

また需給調整条件付きの参入規制は，需給バランスの崩れがユーザーの利益を害しないためと説
( 6 )

明されるが，このモデルでは，市内網の供給義務を負うN T T 経営が市外サービス市場での超過供 

給によって引き起こされる価格低下により不安定になる場合に，規制当局がこの手段をとるものと 

仮定する。

2 . 3 ゲームの構造

寡占市場における事業者行動はゲームとして構成される。このゲームは2 段階に分けられる。企 

業は第 1 段階では，第 2 段階でのゲームの結果を予想して戦略を決定する。 2 . 1 で述べたように各 

事業者の戦略は第2 段階での結果が自己に有利になるような規制を求めて当局に働きかけ，規制当 

局からその方向に沿った規制的措置を引き出すことである。既に述べたように規制当局の反応は， 

事業者と規制当局間のレントシ一キング活動の結果としてもたらされるものであり，そのプロセス 

は本モデルではブラックボックスである。第 1 段階での新規参入者の戦略目標は高めの市外料金水 

準の維持であり，既存事業者のそれは市内部門の収支均衡であるが，以下では，それが第2 段階に 

おいてどのような条件下で実現されるかを示すことにより，それぞれの事業者の目的実現に必要な 

規制手段が明らかにされる。

第 2 段階では，市外サービスの供給量をめぐる競争を仮定する。各事業者の戦略は，規制によっ 

て与えられた制約の下で，相手が最善の戦略をとっているものと予想し，相手の戦略を所与として 

利潤を極大化することであり，得られる均衡はクールノ 一 = ナッシュ均衡である。N C C は，N T T  
から市内網へのアクセスサ一ビスを購入するが，N T T はそれを各N C C に対し無差別に供給する 

義務を負っている。市場に参入しているN C C と N T T はすべて利潤は非負であるとする。NCC  
は参入によっても利潤が正にならないと予想するときは参入にインセンティブをもたず，また参入

- 注 （6 ) たとえば電気通信法制研究会編（1987) p .4 4 - を参照せよ。
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していても負になれば市場から退出する。N T T は市内網を独占しているので，N T T の利潤が負 

になると通信システム全体の存立に関わるため，既にふれたようにこのときに限り需給調整のため 

N C C の参入が政府によってブロックされると仮定する。

2 .4 モデルの構成

以上のような趣旨に沿って，以下でははじめに市場及び各プレーヤーの行動を記述し，次にそれ 

らに基づいてN T T とN C C のゲームを構成してゆく。次に頻出する変数の記号をまず示そう。

記 号

qE ：既存事業者（NTT) の市外サ ー ビス供給量 

qi : 丨番目の新規参入者（NCC) の市外サ ー ビス供給量 

qN : 代表的新規参入者（NCC) の市外サ ー ビス供給量 

qp :一般ユ一ザ一向け市内サービス供給量 

qf  : N C C 向け市内ネットワークアクセス供給量 

qi  ： N T T の市外サ 一 ビス生産に必要な市内ネッ ト ワ 一 ク サ 一 ビス量 

qL ： N T T 市内ネット ワ 一 ク サ 一 ビス総供給量 

P ：市外サ ー ビス料金

P L ：一般ユーザ一向け市内サ一ビス料金（市内通話料）

P A ： N C C 向け市内ネッ 卜ワ ー ク ア ク セ ス 料 （アクセスチャージ）

P s : 一般ユーザー向け加入者線使用料（基本料）収入総額

市外サービス市場では，N T T と N C C がサービスを供給する。 N C C はどの事業者も常に全く 

等しい費用関数をもち，常に全く同じ戦略を採ると仮定する。したがってその供給量は互いに等し 

い。そこで代表的N C C の供給量を qN とする。

市外サ ー ビ ス の 集計量をQ と記す。 级である。ここで iV = { l，2 ,……，w}は NCC 

の集合である。市外サ一ビス市場では次の逆需要関数が成立しているものと仮定する。

( 1 ) P=co—^Q P, Q), ^ > 0
N T T は複数のサービスを供給しており，一般に費用関数は各サ一ビスに共通の費用（joint cost) 

をもっ。ここではその取扱いを簡単化するため，共通費用は適当に各サービスに配賦され，費用関 

数は非結合（市外サービスの費用と市内サービスの費用の和で表される）と仮定する。なお費用配賦に つ  

いては特定の方式を想定するものではない。

市外サービス費用関数は次の式で表され，N T T と N C C は同一のそれをもっと仮定する。

( 2 )  Cig)=:aq + 2 bq2+c a, b, c > 0

ただしここで分は，qE または qi C e 'eiV )である。

N T T の市内サービス費用関数は次式で表される。

( 3 )  C K q L) = tqL+ F  t ,F > 0
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ここで

( 4 )  qL= q p+ ^ i ^ N Q i  +  QE

N C C や，N T T の市外部門にとって，市内ネットワークアクセスは中間サービスに当たる。 こ 

こでは，各サ一ビスの単位を適当にとることによってアウトプット（市外サービス）とインプット 

(市内アクセス）の間には次のような簡単な関係が成り立つものと仮定する。

 ̂6 ) qi = qu qi = qE
市外市場では既に述べたようにクールノー = ナッシュ均衡が成立するものとする。N T T と第？_

番目の N C C の利潤関数が冗e (.qs, q u ........ , q u  ，咖）および ^  QqE, q u  , q%,......... , qn), i ^ N
とかかれるとき，均衡解 q*E およびがは次の式を満たす。

(6  ) ぬ=max 7j：ECqE, q*u ..... , qt,........，忒）

(7 ) み*=max TZi (ぬ，q*ly...... , qu ., 名），i ^ N
Qi

各 N C C は全て同じ費用関数をもつこと，サービスの提供に必要な市内網アクセスをN T T から 

同じ料金で購入できること，N T T の埋没費用に基づく威嚇の効果はどのN C C にとっても同じで 

あることを考慮すると，⑵の敁が コーナー解でなければ，⑵はすべて の N C C について同じ解を 

もつことが知られる。そこで以下ではN C C については特段のことわりがなければ専ら代表的事業 

者iV■の戦略に注目することにする。そこで次の関係が成り立つ。

( 8 )  级= 喻

ここでwは市場に参入しているN C C の数である。

利潤関数

反応関数を導くための前段階として，まず各事業者の利潤関数を求める。

NCC

代表的 N C C の利潤 ^ は，N T T から市内網アクセスを価格P A で購入してサ一ビスを提供令- 
す るので， ⑶を考慮すると次のように整理される。

( 9 )  7：n =  CP— P a)  qN~C(.qN)

N TT
(7)

一般向けの市内サービス料金と事業者向けアクセス料尸 4 は等しいとしよう。したがって 

P L= P Aa 総収入 R e は市外と市内両部門からの収入を合わせたものであるから，（5 )と⑶を考慮し 

て，

(10 ) R E -P qE + P K cT + nq N ^ + P 8
注 （7 ) 実態を電話サービスについてみると，NCC利用者は，N C CとN T T の接続点（POI) から加入者ま 

での市内通話料相当額をN T T に支払っている。これは変則的ではあるがN T T 網の使用に対する対 

価としてのアクセスチャージとみることができる。
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また総費用は

(11) CsCqE,わ= C (伽) + C LCqL)
したがってN T T の利潤：̂ は，nE= R E- C E である。ところで市外部門が必要とする市内網ア 

クセス放の彻に関する限界費用は，（3)，⑷，⑸から，f であることがわかるから，これを考慮し 

て整理するとつぎのようになる。

(12) ^ = { ( P - 0  gE-CCqE)}
+ K P A~t') iqp+nqN') + P s - F }

前の { } 内は，市外部門の利潤であり，後ろの { } 内は市内サービス部門の利潤を示している。 

前 の { } 内の第1項中の / は市内網アクセスの限界費用である。これは，N T T 内部で市内網アク 

セスがが価格 Zで取り引きされていると解釈することができる。仮定からN T T の利潤は非負で 

あるから，

( 1 3 ) は 0

ここで，市内サービス部門の固定費は基本料収入で全てをカバーできない場合もあると仮定する。 

すなわち，

(14) P S^ F

内部相互補助

㈣ の後ろのU 内 を & とおく。

(15) BE= i P A- t )  { ( f + n q N ^ + P ^ F
市内サービス部門が赤字のケ ー ス（S五く0 ) では，㈤ より市外部門は黒字でなくてはならない。 

すなわち

(16) 5 e < 0  尸一0  Qe _  C Cqe) >  0

この場合，後者から前者に対し内部相互補助があるという。その大きさは， 一 公 で 表される。 

この場合のN T T の 2 部門間の関係にFaulhaber (1975) のサフシア1' ィフリ 一 （subsidy-free) の概 

念に基づく増分費用テストを適用してみると，以下のようにそれが満たされていないことが確認さ 

れる。サービスの種類が2 種類でそれぞれの生産量をひ，Q2 とする。また各サービスの料金を， 

p i ,p 2 , 費用関数をC (Q i，Q2) とする。この場合，F au lh ab erの増分費用テスト （Incremental Cost 

Test) とは

(17) P iQ ^ C iQ i ,  Q 2 )~ C CO, Q2) および 

p2Q2= CCQi> Qi)~C(.Qi,  0)

であり，サブシディフリー（内部相互補助が無い）とは，収支がちょうど均衡する企業において，増 

分費用テストが満たされていることをいう。

収支が均衡する為の条件は，

(18) piQi+p2Q2= CCQi> Qi)
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これを(17)の最初の式に代入して整理すると

(19) C (0 ，Q2)2 /» 2Q2
ここで Q iを市内サービス，Q2 を市外サービスとしてN T T の利潤関数に⑽を適用すると右辺 

= P q s ,左辺= C (处）となるが，时からP作一C (处) 万> 0 でなければならないから，右辺一 

左辺> 0 となり，（19)は満たされてないことがわかる。 したがってb e < q ならサブシディフリーで 

はないことがわかった。なお，P 4 く Zなら04)，㈤ から 5 f i < 0 であることに注意しよう。

なお以下のモデル展開のためここで次の記号を導入する。

a : a = t ~ P A 
D ： D=(rqp+ F ~ P s 

これを用いれば，内部相互補助は次のように表現される。

(20) _ BE—onQN^ D
つまり内部相互補助は，N C C のアクセスサービス提供にともなう部分（第 1項）とN T T の市内 

サービス提供にともなう部分（第2 項）からなっている。

反応関数

各事業者は，他の事業者のサービス生産量を所与とした残余需要において自己の利潤を最大化す 

るように供給量を決定する。

(1)及び(8)から尸==o>—卢（鉍 卵 ）だから代表的N C C にとっての残余需要関数は

( 2 1 ) P =  (co—^qE—^(.n—l )̂ Qn ^)~^Qn 
右辺第 1 項 を aN とおく。

(2 2 ) cxN=(o—^qE—^  ( « —1 ) qN
これを用いればN C C の利潤関数⑼は，⑵を考慮して，次のように整理できる。

(23) — 2 (6+2^3) q2N + (aN~ P A—d) q^—c
クルーノーに従い，推測的変化項をゼロ idaN/dqN = ̂ > とおけば，N C C の利潤極大の1 階の条 

件は次のようになる。

(24) d7tN/dqN =  — (6+ 2 jS) qN+(j^N—P A—a)=Q 
これより，N C C の 反 応 関 数 は ，

(25) ynC«iv) =  N7_ ,_2^ a aN—P A — a>0

次 に N T T にとっての残余需要関数は

(26) p =  (_(o—gnqN ) — 色 qE 
右辺第 1項を

aE=o)—^nqN
とおく。すると N T T の利潤関数肋は，⑵および(20を考慮して次のように表せる。
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( 2 7 )  t ^ e ~  ~ i  C d~ h 2 ^ )  q E Jr ( . a E ( f ~ a )  Q E ~ o n q N ~ c — D

N T T の利潤極大の1 階の条件は，推測的変化項がゼロ（rfas/rf打 = 0，ゴ《忉 / ゴ奴 = 0 ) である点を 

考慮すると，次のようになる。

( 2 8 )  d n E/ d q E =  — Q > + 2 ^ ) 收 + ( a _ g — P 4 — a ) = 0

これにより，N T T の反応関数 a ( む ） は，

( 2 9 )  r E ( ^ E ) = h ム  a  a E — t — a > 0

反応曲線の形状と利潤の非負条件

市外サ 一 ビ ス の 費用関数には固定費が存在するため一定水準以上のサ 一ビス供給がなければ利潤 

を正に保つことはできない。N T T において内部相互補助が存在する場合，利潤を正に保つために 

はそれがないときよりさらに多くの市外サ ー ビ ス の 供給が必要になる。 図 1 (129ページ）は N T T  

および N C C の反応曲線及び均衡点を描いたものである。縦軸は N C C の供給量を，横軸は N T T  

の供給量を表している。 は内部相互補助のないときのN C C の反応曲線であり，その傾きは

( 3 0 )  d r N ^ N ) / d q s =  一 /S / ( 6 +  2  卢) = 一 1 / ( 6 / ^ + 2 )

となることから，その絶対値は士より小さいことがわかる。

内部相互補助があるときN C C の反応曲線はC F のように右にシフトする。シフトの幅は，び/  
( 6 + 2 卢） である。また，R P は N T T の反応曲線を表している。縦軸上のの / お よ び 横軸上の收 ， 

はそれぞれN C C と N T T の利潤がゼロとなる供給量を示している。その値は，反応曲線上にあ 

るから，N C C ,  N T T それぞれの利潤関数财，（27)に rN 防)およびむ阏を代入して得られる利潤関 

数

( 3 1 )  7CN= 1  T Q n — c

( 3 2 ) 冗E = i  { o r / 处一びQ 2 — び) / 卢一 ( c + Z > )

のそれぞれの右辺をゼロと置いて得られる2 次方程式の解である。ただしここでD，r は新しく導入 

した記号で，それぞれ

Q  ： Q=<o— P A— a

r : r : = 6 + 2 卢 

を表す。

(31), (32)の右辺をゼロとおくと解は次のようになる。

( 3 3 )  q N f = s / W r

( 3 4 )  q E =  — o / ^ +  V  d

ただしここで3 は，

3_ ( f2 . 2<KQ—a) 丨 2 ( c + .P )
卢2 が T
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これらの条件より，び> 0 与 の / が導かれる。

2 . 5 第 2 段階の均衡点

市場への新規参入が進めば，各企業の直面する残余需要は小さくなり，価格も低下してサービス 

供給量はやがて損益分岐点まで減少する。内部相互補助がある場合，N T T と N C C の損益分岐点 

は一致する保証はないから，第 2 段階での均衡点は，利潤の非負条件に応じて①すべての事業者の 

利潤が正の場合，② N T T の利潤がゼロの場合，③ N C C の利潤がゼロの場合の3 つに分けて調 

ベる必要がある。

①各企業の利潤が正の場合

N C C の参入が少ない場合， どの企業についてもサービス供給量は損益分岐点を上回っているで 

あろう。すなわち作〉供’，咖〉の/ が成立している。この場合冗E > 0 かつ冗N > 0 となっており， 

その均衡供給量はN T T と N C C の反応関数(25)と如)を連立させることにより次のように求めるこ 

とができる。

W ； Qn~  { n ^ ^ + b ' )  (6 + /8 )

t —QQ b+ p-aC n卜 色 +b)
、卿  Qe~  (邸 +2/3 +  6) ( 6 + 卢）

これよりびミ0 ならば qHq*E であり，また

( 3 7 ) 誓 - 0, 系  0

が導かれることから，内部相互補助はN C C と N T T のサービス供給に非対称な効果をもつこと 

がわかる。

ま た 総 供 給 量 成 + 叫； は

( 38)
したがって

i ^ < 0 i ^ > o
da = u , dn

が導かれる。また利潤に関しては(如，㈤ より

注 （8 )  3 は次のように変形できる。ただし，户= V 2 c /r= の/。

5 +  " ) 2+和 - " r ) + 早

a= 0 かつD= 0 のときa / 5 = " 0 またぴ> 0 のとき，右辺第2 項中の因子Q—<7—^ ^  0 を満たす 

と仮定すれば，r，のの値に依存せずに， が + ルそのとき qs><lN、

(8)
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( 3 9 ) 智 く 0， 令 f < 0

が導かれるから，N C C の参入が進むにしたがい各事業者の利潤は減少することが確認された。

②N T T の利潤がゼロの場合（7^=0)

N C C の参入がさらに進むと市外サービス料金が低下しN T T の利潤は0 となる。この場合のN 

C C の供給量 q*N は次の値をとる。

( 4 0 ) ふ = y/ d
(9 )

この値はN C C の利潤が0 となる水 準 の / より大きいのでN C C の利潤は正である。仮定によ

れば規制当局はN T T の利潤が0 になったときそれ以上N C C の参入を認めないという需要調整

条件を発動する。そのためN C C の参入は抑えられ，N T T のサービス供給量はq H で均衡す

る。その結果N C C に生じた正の利潤（独占レント）は維持されることになる。

図 1 に内部相互補助が正のときの均衡状態が描かれている。五0 と E i は N C C が 1 つのときの

均衡点を示しており丑0 は内部補助が0 の場合， はそれが正の場合である。 内部補助がある場

合，市外サービス供給量はN C C 1社 で N T T を上回り，その差はび/ ( 6 + 卢）である。

点 E n は N C C の参入が進みN T T の利潤が0 となる場合の均衡点を示している。この場合N
(10)

C C の利潤が正となっていることは図からも確認することができる。

な お 7TE= 0 の均衡における総供給量は，

( 4 1 ) 含 {公- び- ( V  3 ^ ) (奸卢)}

であり，またその均衡における参入N C C の 数 r C は，次のように求められる。

(42) n * = ~ l  Q^b+ ^ J r a^ r)^  I 8~ ob /^  J

なお内部相互補助のない場合はぴ= 0 となり，N T T と N C C の非対称性は失われる。その場合 

は，N C C の独占レントは生じない。また，そのとき総供給量及び参入数は

(43) Q * = {Q -V 2 ^ /r  i b + ^ } / ^  r J / 卢である。

注 （9 ) 注⑶より，V f—び/卢>  の/ であることをもちいれば導かれる。

( 1 0 ) この均衡点では《の N C C が存在するとしよう。《 —1 のN C Cを所与とし《番目のN C C とN T T  
のゲームに着目したときの双方の反応曲線が点B を原点として描かれている。線 分 線 分 Qの 

( « —l ) x 線分五nQ であるから，縦軸の残りの需要に直面するN T T の反応曲線はル S となる。また 

△ A  B' F は 線 分 = 線分となるようにとられており，厶A B Z )は が 尸と合同にとられて 

いる。そこでN T T と同じ残余需要に直面するN C C の反応曲線はA D であらわされることになる。 

明らかに線分及0  < 線分O F ,よって線分 < 線分したがって均衡点 En では線分五ぶニ伙*〉 

攸 * = 線分风?。 一方既にみたように線分: 線分^?。 よって肋 *>仏 したがって 

qN* で正の利潤が生じる。
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図 1

③ N C C の利潤がゼロになるまで参入する場合

N T T の利潤がゼロまたは負になっても，仮に規制当局がN C C の参入をさらに認めるならば 

(仮定には反するが)，赤 字 N T T が市内網サービスを維持する限り，N C C は正の利潤を求め0 とな 

るまで参入が進み，結 局 N C C のサービス供給量はqN，すなわち

(44) qN=V2c/r
で均衡する。またその場合のN T T の供給量 q*E は

(45) q*E= ^2 c /r -o /Q b + ^)
であり（右辺は非負と仮定)，均衡総供給量および参入数はそれぞれ

(46) Q * = { Q -V 2 ^ /r ( .b + ^ } /^
(47) n*={Q^/r/2c-r}/^+^Vr72c/<：b + ^

( i i)
と表され，その場合N T T の利潤は負になることが確認される。

3 規制とレントシーキング

3 . 1 第 1 段階の戦略

前節においては，まず市外サービス市場への新規参入数が十分小さい場合に，内部相互補助の存 

在如何を問わず，市場に参入しているすべての企業に正の利潤が発生する場合のあることが示され

注 ( i i ) この場合江五= —ff び一r / 0 + 邱 )V (々 6 +月）一D
ただし户=ゾ冗7F。注⑶にしたがい公一び一ァ" $ 0 なら右辺は負となる。
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た。そこで，その利潤を確保するため，N TT, N C C ともにこの段階での参入規制を当局に働ぎか

ける潜在的インセンティブが存在すると考えることは合理的であろう0 レントシ一キング活動は一

般に独占レントを得ようと政府などに働きかける行動，またはレントを提供し，それと引換に票を

得てポストを獲得しようとする政治家の活動である。 レントがある以上，この段階でそうした活動

を行う可能性を否定することはできない。しかし本稿では参入規制は例外的ケース（市外料金の値下

がりでN T Tに赤字が出る恐れのあるとき）に限定されている。利己的なレントシ一キング活動にも大

義名分が必要であり，通信自由化政策の市場開放という所期の目的に反する活動を除外するためこ

うした限定をおくことは妥当であろう。

つぎに，N C C の参入がさらに進む段階で，N T T に内部相互補助が存在するとき0 > 0 ) には，

N T T の利潤のみがゼロになる場合のあることが示された。その場合は，仮定によりN C C の参入

規制が行なわれるが，それによってN T T の経営は保護され，新規参入企業には独占レソ トが生じ

ることが明らかにされた。N T T の利潤がゼロの状況下でも新規参入事業者は利益をあげられるか

ら，参入を規制しない場合に到達する均衡状態においてN T T は赤字になることも示された。規制

当局のもつ規制手段が仮定により限定されていることを考慮すれば，そこでN T T がとりうる戦略

は 2 つ考えられる。ひとつは利潤をゼロ以上に保つため当局に新規参入の抑制を働きかけること。

もう一^^は内部相互補助を解消するため市内通話料金や基本料等赤字部門で適正利潤が生まれる程

度の水準に料金を再設定すること（「リバランス」）を認めるよう働きかけることである。後者には代

替措置としてのN C C 市内網接続料金（アクセスチャージ）導入を含む。この2 つの選択肢は， 1.3

で指摘したように，何れもデメリットを伴う。前者はN C C の利益にも沿ったものではあるがやが

て限界がくる可能性が高い。後者はN C C のみでなく，一部ュ一ザ一の既得権にふれるので，政治

的な壁が高い。しかし長期的にはN T T の経営にメリッ トになる。そこでN T T の戦略は短期的に
(12)

は前者を，長期的には後者を目指すことが妥当と考えられる。

—方 N C C については，そ の 独 占 レ ン ト は ，次式で与えられる。

(48) rg/f—c = i r { V  8 —obf^O)+^)}2—c
_  (13)

一定の条件の下で，时 ガ dq*N/ d o > 0 となるから， 各 N C C にとっては， N T T の内部 

相互補助は，大きければ大きいほど良いことになる。したがってN C C としては，内部相互補助の 

存在の下で得られる独占レントの確保を図るため政府への働きかけを行う強いインセンティブをも 

つと考えることが合理的である。そのため N C C には市内網料金が限界（平均）費用を下回って低 

く抑えられていることが必要である。前節で明らかになったように，それは内部補助の解消を困難 

にさせ，結果として高めの市外料金が維持されるからである。したがって，市内料金の引き上げ等

注 （12) 「料金体系が抱える構造上の問題を解決するため」「公正競争の推進，基盤的サービスの確保，受益 

者負担の徹底等の観点から，長距離通話料金の引き下げと，赤字サービスの料金引き上げ等により， 

コスト構造に合わせた料金体系に見直す」との方針が明らかにされている。NTT広報紙「from NTT」 
1992 p .1 参照。

(13) n - 2 a - r V T >  o という緩やかな条件が満たされるなら，dqN* ld o > aとなる。
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の料金リバランスはもちろん，アクセスチャージの導入についてもそれを回避する戦略が最適と 

なり， レントシーキング活動の場では，その実現を図るN T T と利害が対立することになる。

3 . 2 レントシーキングと経済厚生

被規制者が規制手続きをうまく利用して自己の所得を増大させるプロセスは， S tig ler (1971)が 

それを指摘して以来それを支持する研究がいくつか発表された。 とりわけP eltzm an  (1 9 7 6 )は消 

費者の利益と規制者の利益とのトレードオフの観点からレントシ一キング活動を分析したものとし 

て知られている。

そこでこのモデルにおいても，事業者のレントシ一キング活動と規制の影響を経済厚生の観点か 

.ら検討しよう。はじめに規制下の経済厚生を比較するためのベンチマ一クとして指令経済的寡占モ 

デルを検討し，つぎに規制下の寡占の場合を検討する。

指令経済的寡占モデル

ここで検討するモデルは，前節で分析した寡占モデルの市場成果を比較するための理論的基準を 

準備するためのものである。このモデルでは，市場に複数の企業が存在するが，規制当局は企業参 

入数および各企業の生産量を規制することにより，社会余剰等を最適化する。

市場には市外電話サービスを供給する事業者が《存在するものとする。市場の需要関数，企業の 

費用関数は前節と同じである。内部相互補助はなく，N T T と N C C の非対称性もない。市場では 

全体の需給が一致するように価格が定められ，どの企業も戦略的行動はとらない。すべての企業は 

対称的であるから，各企業のサービス生産量，利潤等は単にの冗等で表す。 代表的企業の利潤は 

<1)，⑵を考慮して，

(48) n = (P —P A) q— iaq+ 2 bq2+c)
また，消費者余剰C S ( Q ) を次のように定義する。ただし Q=nq。

(49) C 5 ((? )  =  5 ' Pix~) d x -P C Q ')  Q = ^ Q 2
また社会的総余剰T S を消費者余剰と各企業の利潤の合計額の和と定義すれば，

(50) T S — C 5 +  wtt =  — 2 C^n2+bn) q2+Qnq—nc
と表すことができる。ここでwを所与とし， 0 に関して総余剰を最大化する1 階の条件は， 3T S/ 

^ q = 0 とおいて得られる次の条件である。

( 5 1 ) q= Q/ C^n+b')
奴を所与とする総余剰の最適水準T S * は，次式で与えられる。

(52) T S * = {iQ 2/^n + b ~ )-c }  n
これより T S * はwに依存して決まり，最大値をもつことがわかる。そこで規制当局は参入企業数 

をコントロールすることにより，最適総余剰を目指すものとすれば，その条件は

(53) n* — (.QV b/2c~b')/^
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であり，そのときの最適生産量ゲは，次式で与えられる。

(54) 《 = J  2cl b
なおこの生産量は，平均費用が最小となる生産量である。したがってそのとき各企業の利潤はゼ 

ロであり，最適総余剰は消費者余剰と一致し次のようになる。

(55) TS**= C S = i CQ-  V 2 ^ ) 2/iS

ま た 総 供 給 量 は ，

規制下の寡占モデル

前節で展開した寡占市場モデルにおいて経済厚生を検討しよう。内部相互補助のある場合の経済 

厚生については比較静学分析では符号の確定するものは僅かである。まずすベての企業の利潤が正 

である場合は，総供給量は(刺で与えられるから，内部相互補助が増大するにしたがってそれが減少 

することが知られた。ところで，

(56) —

であるから，内部相互補助の増大レの増加）は，消費者余剰を減少させる。しかしその反面， NCC 

の利潤は，びの増加により増大することが(如および(37)から知られる。 また，N C C の参入が進み，

« が増大すれば，Wより総供給が増大すること，したがって，消費者余剰が増大することがわかる。.

次に N T T の利潤がゼロで，N C C に正の利潤が生まれる場合には， 総供給量は㈣ で与えられる 

が，同式の右辺のびに関する偏微係数の符号は，注(13の条件が満たされるとき負になり，内部相互 

補助の増大は消費者余剰の減少をもたらすことがわかる。

内部相互補助がゼロの場合は，参入の均衡点で各事業者は利潤がゼロであり，そのときの総供給 

量は龄)で与えられる。それを味)と比較すれば，総余剰は指令経済的寡占モデルの場合を下回ること 

がわかる。

以上のことから，内部相互補助を伴う市内料金規制は，少なくとも消費者余剰の低下の原因とな 

ることは明らかである。

お わ り に

本稿で扱った寡占市場モデルは，静学的なものである。現実には参入が成就された後に事業者間 

で新たなゲームが始まっており，その過程でN T T の歴史的な地位やN C C の料金上の優位性は失 

われる方向にある。そうした要素を識り込むためには新たな仮定を設けてモデルを構成する必要が

あることは言うまでもない。
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